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阿賀野市規則第２１号 

   阿賀野市自治会に関する規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市自治会に関する規則（平成１６年阿賀野市規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

 別表中 

「 (２) 京ヶ瀬地区 

自治会名 区域 自治会名 区域 

姥ヶ橋 姥ヶ橋 川前 川前、毛無、及び清

野の一部 曽郷 曽郷の一部 

猫山 猫山 箸木免 箸木免 

金渕 金渕の一部（地番に

甲を附した区域） 

七島 七島の一部 

月崎 月崎、六日野 

乙金渕 金渕の一部（地番に

乙を附した区域）法

柳新田の一部 

前山 前山、七島の一部 

駒林１ 駒林の一部 

駒林２ 駒林の一部 

法柳新田 法柳新田の一部 駒林３ 駒林の一部 

法柳 法柳 駒林４ 駒林の一部 

深堀 深堀 駒林５ 駒林の一部 

下黒瀬 下黒瀬 駒林６ 駒林の一部 

上黒瀬 上黒瀬 五郎巻 五郎巻 

田山 田山 緑岡１ 緑岡の一部 

城 城の一部 緑岡２ 緑岡の一部 

窪川原 窪川原 緑岡３ 緑岡の一部 

飯森杉 飯森杉の一部 緑岡４ 緑岡の一部 

小里 小里 緑岡５ 緑岡の一部 

下ノ橋 下ノ橋 緑岡６ 曽郷の一部 

京ヶ島第一 京ヶ島の一部 飯森杉団地 飯森杉の一部 

京ヶ島 京ヶ島の一部 さくら団地 曽郷の一部 
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関屋 関屋 美里団地 城の一部 

小河原 小河原 曽郷エコタウン 曽郷の一部 

下里 下里 曽郷あさひ 曽郷の一部 

嘉瀬島 嘉瀬島 飯森杉団地 飯森杉の一部 

粕島 粕島 夢タウン姥ヶ橋 姥ヶ橋の一部 

小島 小島、寺社新、及び

清野の一部 

シンフォニータウ

ン曽郷 

曽郷の一部 

                                      」

を 

「 (２) 京ヶ瀬地区 

自治会名 区域 自治会名 区域 

姥ヶ橋 姥ヶ橋の一部 川前 川前、毛無、清野の

一部 曽郷 曽郷の一部 

猫山 猫山 箸木免 箸木免 

金渕 金渕の一部（地番に

甲を附した区域） 

七島 七島の一部 

月崎 月崎、六日野 

乙金渕 金渕の一部（地番に

乙を附した区域）、法

柳新田の一部 

前山 前山、七島の一部 

駒林１ 駒林の一部 

駒林２ 駒林の一部 

法柳新田 法柳新田の一部 駒林３ 駒林の一部 

法柳 法柳 駒林４ 駒林の一部 

深堀 深堀 駒林５ 駒林の一部 

下黒瀬 下黒瀬 駒林６ 駒林の一部 

上黒瀬 上黒瀬 五郎巻 五郎巻 

田山 田山 緑岡１ 緑岡の一部、姥ケ橋

の一部 

城 城の一部 緑岡２ 緑岡の一部 

窪川原 窪川原 緑岡３ 緑岡の一部 

飯森杉 飯森杉の一部 緑岡４ 緑岡の一部 

小里 小里 緑岡５ 緑岡の一部 

下ノ橋 下ノ橋 緑岡６ 曽郷の一部 

京ヶ島第一 京ヶ島の一部 飯森杉団地 飯森杉の一部 



京ヶ島 京ヶ島の一部 さくら団地 曽郷の一部 

関屋 関屋 美里団地 城の一部 

小河原 小河原 曽郷エコタウン 曽郷の一部 

下里 下里 曽郷あさひ 曽郷の一部 

嘉瀬島 嘉瀬島 夢タウン姥ヶ橋 姥ヶ橋の一部 

粕島 粕島 シンフォニータウ

ン曽郷 

曽郷の一部 

小島 小島、寺社新、清野

の一部 

サンセット曽郷 曽郷の一部 

                                      」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市自治会に関する規則の規定は、

令和５年４月１７日から適用する。 


